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お
知
ら
せ

国
道
50
号
夜
間
一
時
通
行
止
め

　

国
道
50
号
今
井
町
交
差
点
で
、
架
橋
工

事
の
た
め
夜
間
一
時
通
行
止
め
を
実
施
。

迂
回
に
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

時
６
月
14
日
㈬
０
時
〜
４
時

問
国
土
交
通
省
高
崎
河
川
国
道
事
務
所

☎
０
２
７
‐
３
４
５
‐
６
０
０
０

在
宅
介
護
者
に
慰
労
金
支
給　

　

介
護
保
険
の
要
介
護
４
・
５
の
高
齢
者

を
在
宅
で
介
護
し
て
い
る
人
に
、
年
額
８

万
円
の
慰
労
金
を
支
給
。
過
去
に
慰
労
金

の
支
給
が
あ
っ
た
場
合
、
そ
の
申
請
日
の

翌
日
か
ら
１
年
経
過
し
た
日
の
属
す
る
月

の
初
日
か
ら
申
請
で
き
ま
す
。
結
果
通
知

は
四
半
期
ご
と
に
送
付
。
８
月
末
ま
で
の

申
請
は
９
月
中
旬
に
通
知
し
ま
す
。
申
請

書
は
本
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
で
き
る
ほ
か
、
郵
送
も
で
き
ま
す
。
詳

し
く
は
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

対
次
の
全
て
の
条
件
を
満
た
す
高
齢
者
を

蚊
の
発
生
を
抑
え
て

　

蚊
に
は
、
デ
ン
グ
熱
や
ジ
カ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
な
感
染
症
を
媒

介
す
る
危
険
性
が
あ
り
ま
す
。
蚊
が
媒
介

す
る
感
染
症
の
ま
ん
延
を
未
然
に
防
止
す

る
た
め
、
平
常
時
か
ら
地
域
全
体
で
蚊
の

発
生
抑
制
に
取
り
組
む
こ
と
が
大
切
で
す
。

　

蚊
の
産
卵
場
所
と
な
る
た
ま
り
水
を
な

く
し
、
雑
草
や
樹
木
は
刈
り
取
っ
て
、
蚊

が
潜
む
場
所
を
な
く
し
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、

肌
を
露
出
し
な
い
服
を
着
た
り
虫
よ
け
を

使
っ
た
り
し
て
、
蚊
に
刺
さ
れ
な
い
よ
う

に
し
ま
し
ょ
う
。

問
蚊
の
駆
除
方
法
に
つ
い
て
は
衛
生
検
査
課

☎
０
２
７
‐
２
２
０
‐
５
７
７
７

デ
ン
グ
熱
な
ど
の
相
談
に
つ
い
て
は
保
健

予
防
課

☎
０
２
７
‐
２
１
２
‐
８
３
４
２

火
災
警
報
器
を
出
張
取
り
付
け

　
消
防
局
で
は
、

県
建
築
工
事
連

絡
協
議
会
と
協

働
し
、
高
齢
者

や
障
害
者
世
帯

を
対
象
に
住
宅

用
火
災
警
報
器

の
出
張
取
り
付

け
を
実
施
し
ま

す
。
機
器
代

主
と
し
て
介
護
し
て
い
る
人
。
❶
本
市
在

住
で
、
申
請
日
時
点
で
65
歳
以
上
❷
在
宅

で
６
カ
月
以
上
、
要
介
護
４
・
５
の
状
態

が
継
続
❸
申
請
月
の
前
６
カ
月
間
で
利
用

し
た
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
（
短
期
入
所
）
や

小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
の
宿
泊
の
日

数
の
合
計
が
７
日
を
超
え
な
い
❹
申
請
月

の
前
６
カ
月
間
で
の
入
院
・
入
所
期
間
が

10
日
を
超
え
な
い
❺
申
請
時
に
入
院
中
ま

た
は
入
所
中
で
な
い

申
郵
送
で
。
申
請
書
に
記
入
し
、
通
帳
の

写
し
を
添
え
て
市
役
所
長
寿
包
括
ケ
ア
課

（
☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
１
３
４
）
へ

木
造
住
宅
の
耐
震
性
を
プ
ロ
が
調
査

　

耐
震
診
断
調
査
資
格
者
が
耐
震
診
断
を

実
施
。
地
震
に
弱
い
部
分
や
倒
壊
す
る
可

能
性
の
有
無
を
調
べ
ま
す
。
耐
震
性
が
不

足
す
る
場
合
は
、
耐
震
改
修
工
事
な
ど
に

関
す
る
説
明
や
相
談
を
し
ま
す
。

対
次
の
全
て
の
条
件
を
満
た
す
市
内
の
木

造
住
宅
。
❶
昭
和
56
年
５
月
31
日
以
前
に

着
工
し
た
一
戸
建
て
の
住
宅
か
併
用
住
宅

（
住
宅
部
分
の
床
面
積
が
２
分
の
１
以
上
）

❷
平
屋
か
２
階
建
て
❸
在
来
軸
組
工
法
で

建
築

持
印
鑑
、
確
認
通
知
書
な
ど
の
図
面
（
建

築
確
認
時
の
図
面
が
な
い
場
合
は
別
途
費

用
が
か
か
る
場
合
が
あ
り
ま
す
）

￥
１
，
０
０
０
円
（
診
断
者
の
交
通
費
は

負
担
）

（
１
カ
所
２
，０
０
０
円
）
の
み
の
負
担
で
、

取
り
付
け
を
サ
ポ
ー
ト
し
ま
す
。

対
65
歳
以
上
か
身
体
障
害
者
手
帳
、
療
育

手
帳
、
精
神
障
害
者
保
険
健
康
福
祉
手
帳

を
持
つ
人
の
み
の
世
帯
、
先
着
50
世
帯

申
込
用
紙
の
配
布
＝
消
防
局
予
防
課
、
各

消
防
署
・
分
署
で
。
消
防
局
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
も
で
き
ま
す

申
予
防
課

☎
０
２
７
‐
２
２
０
‐
４
５
０
７
へ

●
住
宅
用
火
災
警
報
器
の
販
売

　

消
防
局
予
防
課
内
市
火
災
予
防
協
議
会

（
☎
０
２
７
‐
２
１
２
‐
４
０
３
５
）
で

住
宅
用
火
災
警
報
器
を
販
売
。
取
り
付
け

希
望
者
の
家
に
は
同
課
職
員
が
訪
問
し
、

取
り
付
け
ま
す
。

￥
１
個
３
，
０
０
０
円

問
同
課

教
育
委
員
会
定
例
会
の
傍
聴

時
６
月
12
日
㈪
14
時

場
総
合
教
育
プ
ラ
ザ
２
階
22
会
議
室

対
一
般
、
先
着
10
人

申
当
日
13
時
30
分
〜
50
分
に
会
場
へ
直
接

問
教
育
委
員
会
事
務
局
総
務
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
５
８
０
２

相
続
登
記
な
ど
の
講
演
会
・
相
談
会

　

法
務
局
で
は
、
遺
言
・
相
続
登
記
に
関

す
る
講
演
会
・
相
談
会
を
開
催
。
公
証
人

申
６
月
23
日
㈮
ま
で
に
市
役
所
建
築
指
導

課
（
☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
７
５
２
）

へ
直
接塀

や
フ
ェ
ン
ス
設
置
前
に
確
認
を

　

ブ
ロ
ッ
ク
塀
や
フ
ェ
ン
ス
を
設
置
す
る

前
に
２
項
道
路
に
該
当
す
る
か
確
認
を
し

て
く
だ
さ
い
。
２
項
道
路
と
は
、
幅
員
４

㍍
未
満
の
道
で
、
市
が
指
定
し
た
も
の
。

後
退
の
義
務
が
発
生
し
、
後
退
部
分
に
は

建
築
物
や
門
、
塀
な
ど
の
設
置
が
で
き
ま

せ
ん
。
後
退
部
分
の
土
地
を
市
に
寄
付
・

無
償
貸
与
す
る
こ
と
を
条
件
に
整
備
を
し

て
い
ま
す
。

問
建
築
指
導
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
７
５
２

耐
震
改
修
費
を
補
助

　

木
造
住
宅
の
耐
震
改
修
費
を
補
助
し
ま

す
。
希
望
者
は
事
前
に
協
議
し
て
く
だ
さ

い
。
詳
し
く
は
本
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

対
次
の
全
て
の
条
件
を
満
た
す
市
内
の
木

造
住
宅
を
所
有
す
る
市
民
。
❶
昭
和
56
年

に
よ
る
講

演
会
や
司

法
書
士
に

よ
る
自
筆

遺
言
書
作

成
体
験
・

相
続
登
記

相
談
、
法

務
局
に
よ

る
遺
言
書

保
管
制
度

や
相
続
登

記
の
義
務
化
の
説
明
を
実
施
し
ま
す
。

時
７
月
９
日
㈰
10
時
〜
17
時
30
分

場
県
公
社
総
合
ビ
ル
（
大
渡
町
一
丁
目
）

申
６
月
12
日
㈪
か
ら
前
橋
地
方
法
務
局

☎
０
２
７
‐
２
２
１
‐
４
４
６
６
へ

監
査
の
結
果
が
見
ら
れ
ま
す

　

本
市
の
財
務
事
務
な
ど
の
監
査
結
果
を

公
表
し
て
い
ま
す
。

場
市
役
所
情
報
公
開
コ
ー
ナ
ー
、
各
支

所
・
市
民
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
な
ど
で
。

本
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
掲
載
し
て
い
ま
す

問
監
査
委
員
事
務
局

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
６
３
６

市
有
地
を
売
り
払
い
ま
す

　

市
有
地
を
一
般
競
争
入
札
で
売
り
払
い

ま
す
。
入
札
地
は
大
胡
町
49
番
６
ほ
か
。

参
加
に
は
事
前
申
込
み
が
必
要
で
す
。
詳

し
く
は
案
内
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

時
６
月
30
日
㈮

場
市
役
所

案
内
の
配
布
＝
市
役
所
資
産
経
営
課
、
赤

城
森
林
事
務
所
、
各
支
所
・
市
民
サ
ー
ビ

ス
セ
ン
タ
ー
な
ど
で
。
本
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
も
で
き
ま
す

申
６
月
22
日
㈭
ま
で
に
各
課
へ
直
接

問
資
産
経
営
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
６
５
４

総
合
福
祉
会
館
の
抽
選
予
約
受
付

　

10
月
か
ら
12
月
ま
で
の
総
合
福
祉
会
館

と
第
四
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
の
施
設

利
用
予
約
を
受
け
付
け
ま
す
。
利
用
者
は

抽
選
で
決
定
。申
し
込
み
方
法
な
ど
詳
し
く

は
同
館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
同
館

☎
０
２
７
‐
２
３
７
‐
０
１
０
１

里
親
の
制
度
を
説
明
し
ま
す

　

里
親
に
興
味
が
あ
る
人
や
養
育
し
た
い

と
考
え
て
い
る
人
な
ど
を
対
象
に
相
談
説

明
会
を
開
催
し
ま
す
。

時
６
月
28
日
㈬
13
時
〜
16
時

場
保
健
セ
ン
タ
ー
１
階
う
さ
ぎ
の
部
屋

申
当
日
会
場
へ
直
接

問
こ
ど
も
支
援
課

☎
０
２
７
‐
２
２
０
‐
５
７
０
２

５
月
31
日
以
前
に
着
工
し
た
一
戸
建
て
の

住
宅
か
併
用
住
宅
（
住
宅
部
分
の
床
面
積

が
２
分
の
１
以
上
）
❷
耐
震
診
断
の
結
果
、

上
部
構
造
評
点
が
１
・
０
未
満
の
住
宅
、

先
着
６
戸

補
助
額
＝
耐
震
改
修
に
要
す
る
費
用
の
５

分
の
４
（
上
限
１
０
０
万
円
）

申
６
月
５
日
㈪
〜
11
月
８
日
㈬
に
市
役
所

建
築
指
導
課
（
☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６

７
５
２
）
へ
直
接

介
護
費
用
の
一
部
が
軽
減
に

　

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
・
介
護
老
人
保

健
施
設
・
介
護
医
療
院
・
短
期
入
所
サ
ー

ビ
ス
を
利
用
す
る
と
き
の
食
費
や
居
住
費

が
所
得
状
況
な
ど
に
応
じ
て
軽
減
さ
れ
る

制
度
が
あ
り
ま
す
。
８
月
以
降
の
軽
減
の

申
請
は
、
６
月
19
日
㈪
か
ら
受
け
付
け
ま

す
。
市
役
所
介
護
保
険
課
、大
胡
・
宮
城
・

粕
川
・
富
士
見
支
所
で
申
請
し
て
く
だ
さ

い
。
な
お
、
現
在
認
定
を
受
け
て
い
る
人

に
は
、
６
月
下
旬
に
更
新
の
お
知
ら
せ
を

郵
送
。
詳
し
く
は
本
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

対
世
帯
全
員
と
配
偶
者
が
市
民
税
非
課
税

で
預
貯
金
な
ど
が
基
準
以
内
の
人

持
提
出
す
る
人
の
本
人
確
認
書
類
、
本
人

と
配
偶
者
の
全
て
の
預
貯
金
通
帳
な
ど
の

写
し

問
介
護
保
険
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
１
５
７


